
規

則

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
及
び
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
八
十
六
号

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

福
島
県
核
燃
料
税
条
例(

平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
八
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

(

財
務
領
域
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
八
十
七
号

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
島
県
核
燃
料
税
条
例

(

平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

重
量
割
の
課
税
標
準
の
端
数
計
算)

第
二
条

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
量
割
の
課
税
標
準
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

計
算
の
基
礎
と
な
る
重
量
に
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
に
つ
い
て
小

数
点
第
四
位
以
下
の
値
を
切
り
捨
て
る
。

(

申
告
書
等)

第
三
条

条
例
第
八
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
同
条
第
二
項
の
修
正
申
告
書
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
。

２

条
例
第
八
条
及
び
第
十
条
の
納
付
書
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

(

更
正
、
決
定
等
の
通
知
書)

第
四
条

条
例
第
九
条
の
通
知
書
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

(

賦
課
徴
収)

第
五
条

核
燃
料
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
福
島
県
税
条

例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
中｢

課
税
資
料｣

と
あ
る
の
は｢

課
税
資
料(

核
燃
料
税
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

｣

と
、
同
条
第
三
項
中｢

そ
の
課
税
資
料
を｣

と
あ
る
の
は｢

そ
の
課
税
資
料

を
知
事
又
は｣

と
、
同
規
則
第
八
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
五
条
の
六
第

二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
、
第
三
十
二
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
三
十
九
条
中｢

地
方
振
興
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

知
事
又
は
地
方
振
興
局
長｣

と
、
同

規
則
第
十
一
条
の
二
中｢

地
方
振
興
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

知
事
又
は
地
方
振
興
局
長｣

と
、｢

現

金
出
納
員｣

と
あ
る
の
は｢

知
事
に
あ
つ
て
は
会
計
管
理
者
、
地
方
振
興
局
長
に
あ
つ
て
は
現
金
出

納
員｣

と
、
同
規
則
第
十
五
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

地
方
振
興
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

知

事
若
し
く
は
地
方
振
興
局
長｣

と
、
同
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中｢

課
税
地
を
所
管
す
る
地
方
振

興
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

知
事
又
は
課
税
地
を
所
管
す
る
地
方
振
興
局
長｣

と
、
同
規
則
第
三
十
二

条
第
一
号
イ
中｢

納
付
又
は
納
入
の
委
託
を
受
け
る
徴
税
吏
員
の
所
属
す
る
地
方
振
興
局
の
長｣

と

あ
る
の
は｢

知
事
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
を
受
け
る
徴
税
吏
員
の
所
属
す
る
地
方
振
興
局

の
長｣

と
、
同
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
中｢

最
寄
り
の
地
方
振
興
局
長｣

と
あ
る
の
は｢

知
事
又

は
最
寄
り
の
地
方
振
興
局
長｣

と
、
同
規
則
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
の
三
様
式
ま
で
、
第
二

十
二
号
の
四
様
式
そ
の
一
及
び
第
五
十
一
号
の
二
様
式
中｢福

島
県

地
方
振
興
局
長
｣

と
あ
る
の
は｢福

島
県
知
事
｣

と
、｢審

査
請
求
｣

と
あ
る
の
は｢異

議
申
立
て
｣

と
、｢裁

決
｣

と
あ
る
の
は｢決

定
｣

と
、
同
規
則
第
二
十
二
号
様
式
そ
の
三
中｢福

島
県

地
方
振
興

局
長
｣

と
あ
る
の
は｢福

島
県
知
事
｣

と
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
の
廃
止)

２

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
五
十
六
号
。
以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

は
、
廃
止
す
る
。

(
経
過
措
置)

３

福
島
県
核
燃
料
税
条
例(

平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
七
十
三
号)

附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
核

燃
料
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号)

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
納
長
が
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
在
職
す
る
も
の
と
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
任
期
中
に
限
り
、
様
式
第
二
号(

第
三
片)

及
び(

第
四
片)

中

平成19年12月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第85号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

一

○
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則

一



｢福
島
県
会
計
管
理
者
｣

と
あ
る
の
は
、｢福

島
県
出
納
長
｣

と
す
る
。

様
式
第
１
号
(第
３
条
関
係
)

平成19年12月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第85号 2

年
月
分
核
燃
料
税

申
告
書

修
正
申
告
書

年
月

日

福
島
県
知
事

※処理事項

発
信
年
月
日

精
査
検
算

郵
便
貯
金
銀
行

(郵
便
局
)消
印
確
認
印

原
子
炉
設
置
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

原
子
炉
設
置
者
の
名
称
及

び
代
表
者
氏
名

印○

こ
の
申
告
の
担
当
部
課
名

及
び
担
当
者
の
氏
名

部
課
名

担
当
者
名
電
話
番
号
(

)
－

申
告
区
分

摘
要

課
税
標
準

税
率

税
額

申
告

納
付
額
申
告
額
等

価
額
割

円
10
100

円

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム
１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

修
正
申
告

修
正
申
告

額
等

�

価
額
割

円
10
100

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム
１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

当
初
申
告

価
額
割

円
10
100

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム
１
キ
ロ
グ
ラ
ム

受
付
印

修
正
申
告

納
付
額

修
正
申
告

額
等

�

価
額
割

円
10
100

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム
１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

当
初
申
告

額
等

�

価
額
割

円
10
100

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム
１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

差
引
増
差

額
�
－
�

(
こ
の
申

告
に
よ
る

納
付
金
額
)

価
額
割

重
量
割

合
計

備
考

添
付
書
類
付
表

備
考１
※
印
の
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

２
重
量
割
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
､
核
燃
料
の
重
量
に
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
､
そ
の
端
数
に
つ
い
て
は
小
数
点
第
４
位
以
下
の
値
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

付
表

課
税
標
準
に
関
す
る
明
細
書

原
子
炉
設
置
場
所

原
子
炉
名

核
燃
料
の
発
電
用

原
子
炉
へ
の
挿
入

年
月

日

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
第
４
条
第
２
項
第
１
号
該
当

(使
用
前
検
査
合
格
日
)

年
月

日

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
第
４
条
第
２
項
第
２
号
該
当

(定
期
検
査
終
了
日
)

年
月

日

福
島
県
核
燃
料
税
条
例
第
４
条
第
２
項
第
３
号
該
当

(装
荷
が
終
了
し
た
日
)

年
月

日

課
税
対
象
核
燃
料
(新
規
挿
入
分
)

課
税
対
象
と
な
ら

な
い
核
燃
料
挿
入
核
燃
料

の
合
計
体
数

挿
入
核
燃
料

の
体

数
(単
価
別
区
分
)

核
燃
料
の

単
価

①
(円
／
ｇ
)

核
燃
料
の

重
量
合
計

②(ｇ
)

取
得
価
額

(価
額
割
の

課
税
標
準
)

①
×
②

(円
)

再
挿
入

分
体
数
既
挿
入

分
体
数



平成19年12月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第85号3

(装
荷
が
終
了
し
た
日
)

課
税
対
象
核
燃
料
(新
規
挿
入
分
)

課
税
対
象
と
な
ら

な
い
核
燃
料
挿
入
核
燃
料

の
合
計
体
数

挿
入
核
燃
料

の
体
数

(単
価
別
区
分
)

核
燃
料
の

単
価

①
(円
／
ｇ
)

核
燃
料
の

重
量
合
計

②(ｇ
)

取
得
価
額

(価
額
割
の

課
税
標
準
)

①
×
②

(円
)

再
挿
入

分
体
数
既
挿
入

分
体
数

合
計

③体

平
均
単
価

円
／
ｇ

総
重
量

ｇ

総
取
得
価
額円

④

体

⑤

体

③
＋
④
＋
⑤体

記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
､
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
記
載
し
､
申
告
書
に
添
え
て
提
出
し
て
く

修
正
申
告
書

だ
さ
い
｡

２
｢核
燃
料
の
発
電
用
原
子
炉
へ
の
挿
入
年
月
日
｣
と
は
､
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
第
４
条

第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
､
当
該
各
号
に
定
め
る
日
を
い
い
ま
す
｡

３
｢新
規
挿
入
分
｣
と
は
､
初
め
て
原
子
炉
へ
挿
入
さ
れ
た
核
燃
料
で
､
今
回
課
税
対
象
と

な
る
も
の
を
い
い
ま
す
｡

４
｢再
挿
入
分
｣
と
は
､
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
日
前
に
原
子
炉
へ
挿
入
さ
れ
た
核
燃

料
で
再
び
炉
内
へ
挿
入
さ
れ
た
も
の
又
は
新
規
挿
入
分
と
し
て
課
税
さ
れ
た
核
燃
料
で
再
び

炉
内
へ
挿
入
さ
れ
た
も
の
を
い
い
ま
す
｡

５
｢既
挿
入
分
｣
と
は
､
福
島
県
核
燃
料
税
条
例
施
行
日
前
か
ら
原
子
炉
へ
挿
入
さ
れ
た
核

燃
料
又
は
新
規
挿
入
分
と
し
て
課
税
さ
れ
た
核
燃
料
で
炉
内
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
(再

挿
入
分
を
除
く
｡
)
を
い
い
ま
す
｡

様式第２号 (第３条関係)
(第１片)

(表)
納 付 書

福島県徴収金

年 度 税 目 期 別 会 計 番 号

年度 核 燃 料 税 月分 一 般 会 計 第 号

納税者

所在地及び名称

代表者氏名

区 分 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

県 税

延 滞 金

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

合 計

日 計
指定金融機関・

収納代理金融機関

受 付 印

上記の金額を納付します｡

年 月 日

口 円



平成19年12月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第85号 4

(裏)

記入上の注意

１ 延滞金は､ 次により計算してください｡

� 延滞金額は､ 税額について年14.6パーセントの割合で計算します｡ ただし､ 納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については､ 年7.3パーセントの割合 (当該期間の属する各年の前年の11月30日を経

過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には､ 当該商業手形の基準割

引率に年４パーセントの割合を加算した割合 (当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは､ これ

を切り捨てます｡ ) ｡ 以下同じ｡ ) で計算します｡ なお､ 次のような場合には､ 次のそれぞれの期間に

ついて年7.3パーセントの割合で計算します｡

ア 修正申告により増額した税額を納付する場合 修正申告書を提出した日までの期間及びその期間の

末日の翌日から１月を経過する日までの期間

イ 更正又は決定があったことにより不足税額を納める場合 更正又は決定通知書に記載された納期限

までの期間及びその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間

� �の場合において､ 税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ そ

の端数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡

� �及び�により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるとき

は､ その端数金額又はその全額を切り捨てます｡

２ ｢過少申告加算金・不申告加算金・重加算金｣ は､ (更正・決定・加算金決定) 通知書に記載してある

加算金額によります｡

備考 他に必要な事項があるときは､ 欄外に記入してください｡

(第２片)
領 収 証 書

年 度 税 目 期 別 会 計 番 号

年度 核 燃 料 税 月分 一 般 会 計 第 号

納税者

所在地及び名称

代表者氏名

様

区 分 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

県 税

延 滞 金

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

合 計

備考 領収日付印

上記の金額を領収しました｡

年 月 日
領収機関名
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(第３片)
領 収 済 通 知 書

福島県徴収金

(出納機関用)

調定区分 執 行 機 関 年度 調 定 番 号 内訳番号 年 度 税 目 期 別
年度 核 燃 料 税 月分

会 計 略 科 目 説 明 事 項 節内訳 細々節 予算種別 納付目的 債 務 者 会 計 番 号
一般会計 第 号

領収済みにつき通知します｡

年 月 日

福島県会計管理者 様

福 島 県 指 定
金 融 機 関

納税者

所在地及び名称

代表者氏名

区 分 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

県 税

延 滞 金

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

合 計

領 収 済
表 示

経由県指定金
融機関受付印 領収日付印

科 目 当 初 減 額 減額後 過誤納額 減 額 表 示 過誤納金
発生表示県 税 円 円 円 円

・ ・ ・ ・ ・ 台帳作成
№計

延滞金調定 日 円 滞納処分表整理

(第４片)
納 付 済 通 知 書

福島県徴収金

(納入権者通知用)

年 度 税 目 期 別 会 計 番 号

年度 核 燃 料 税 月分 一 般 会 計 第 号

領収済みにつき通知します｡

年 月 日

福島県知事 様

福島県会計管理者

納税者

所在地及び名称

代表者氏名

区 分 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

県 税

延 滞 金

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

合 計

納 付 済
表 示

経由県指定金
融機関受付印 領収日付印

科 目 当 初 減 額 減額後 過誤納額 減 額 表 示 過誤納金
発生表示県 税 円 円 円 円

・ ・ ・ ・ ・ 台帳作成
№計

延滞金調定 日 円 滞納処分表整理
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年
月
分
核
燃
料
税
(更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
)
通
知
書

年
月

日
様
福
島
県
知
事

印□
核
燃
料
税
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
し
ま
し
た
の
で
､
通
知
し

ま
す
｡
こ
の
不
足
税
額
及
び
加
算
金
の
納
期
限
は
､

年
月

日
と
指
定
し
ま
し
た

か
ら
､
納
付
書
に
よ
り
最
寄
り
の
福
島
県
指
定
金
融
機
関
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

区
分

摘
要

課
税
標
準

税
率

税
額

更
正
額
等

決
定

�

価
額
割

円
10
100

円

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム

１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

既
に
納
付
の
確
定
し
た

額
等

�

価
額
割

円
10
100

重
量
割

キ
ロ
グ
ラ
ム

１
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
8,000円

合
計

差
引
不
足
税
額

�
－
�

�

価
額
割

重
量
割

合
計

区
分

基
礎
と
な
る
額

乗
ず
る
率

金
額

過
少
申
告
加
算
金

�
円

100
円

不
申
告
加
算
金

�
100

重
加

算
金

�
100

納
付
す
べ
き
合
計
額

�
＋
�
＋
�
＋
�

申
告
書
提
出
期
限

年
月

日
申
告
書
提
出
年
月
日

年
月

日

過
少
申
告
加
算
金

�
100

不
申
告
加
算
金

�
100

重
加

算
金

�
100

納
付
す
べ
き
合
計
額

�
＋
�
＋
�
＋
�

申
告
書
提
出
期
限

年
月

日
申
告
書
提
出
年
月
日

年
月

日

不
足
税
額
に
つ
い
て
は
､
申
告
納
付
期
限
(

年
月

日
)
の
翌
日
か
ら
納

付
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
､
次
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
｡

１
延
滞
金
額
は
､
不
足
税
額
に
つ
い
て
年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
ま
す
｡
た
だ

し
､
こ
の
通
知
書
に
指
定
さ
れ
た
納
期
限
ま
で
の
期
間
及
び
こ
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
(当
該
期
間
の
属

す
る
各
年
の
前
年
の
11月
30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加

算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基

準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
(当
該
割
合
に
0.1パ

ー
セ
ン
ト

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡
)
)
で
計
算
し
ま
す
｡

２
１
の
場
合
に
お
い
て
､
不
足
税
額
に
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額

が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
延
滞
金

額
を
計
算
し
ま
す
｡

３
１
及
び
２
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全

額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

(教
示
)

１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
す
る
と
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡

２
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
１
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て
(訴
訟
に
お
い
て

福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
｡
)
｡
た
だ
し
､
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
｡

�
異
議
申
立
て
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い

と
き
｡

	
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡
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立
て
に
対
す
る
決
定
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
｡

�
異
議
申
立
て
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い

と
き
｡

	
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡


